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第１章 計画の基本的事項 

 

１ 計画策定の趣旨及び位置づけ 

平成18年の教育基本法の改正により，新たに「公共の精神」の尊重，「生命や自然を尊重する

態度」の育成，「伝統や文化」の継承と尊重，「国際社会の平和と発展」に寄与する態度が，従来

に加えて教育の目標に位置づけられるなど，新しい教育の基本理念が示されました。続く学校教

育法の改正，中央教育審議会による答申「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校

の学習指導要領等の改善について（平成20年１月）」を受けて，３月学習指導要領が改訂されま

した。こうした経過や理念を踏まえ，平成 20 年７月，国においては総合的かつ計画的に教育施

策を推進するための教育振興基本計画を，兵庫県においては平成 21 年６月に同計画を策定した

ところであり，本市においても新しい教育の方向性を示す必要があります。 
 

本市は，全国でも有数の住宅都市として発展してきました。また，市民の教育に対する関心も

高い地域です。そこで，基礎・基本を確実に身に付け，自ら学び自ら考え，心豊かにたくましく

生きるカを幅広く「人間力」ととらえ，その育成を最重要課題のひとつとして，「教育のまち芦屋
※1」を発信してきました。  

各学校園においては，学力向上パワーアッププランや学力向上研究支援プラン，学習指導員の

配置など「学力向上支援事業」を推進し，市全体においては，平成 2０年度からの「子ども読書

の街づくり」推進事業により，子どもたちの確かな学力と豊かな心をはぐくむ取組を進めてきた

ところです。 

また，生涯学習の分野では，平成 21 年に第２次芦屋市生涯学習推進基本構想を策定し「いつ

でも，どこでも，だれでも」が学習できるよう生涯学習を推進しています。 

21 世紀は，少子高齢化，高度情報化，国際化などが急速に進み，「知識基盤社会※2」化，グロ

ーバル化の時代であるといわれています。また，学校園や家庭，地域のあり方やその役割が変化

する中で，人間関係を形成しながら，生涯にわたって学び続けることが必要です。問題意識をも

ち，自ら考え，人と交流しながら課題に向き合い，心身ともにたくましく自分の人生を生きる力

の育成がますます重要になります。この「芦屋市教育振興基本計画」では，全ての教育施策を網

羅することよりも“芦屋で育てる子ども” の観点から本市が教育でめざす姿を明確にし，重点的

に取り組む中期的な考え方や具体的施策を示します。 

なお，本計画は，第４次芦屋市総合計画や関連の分野別計画と連携し，総合計画の実施計画ベ

ースで実現を図っていきます。 

 

２ 計画の期間及び施策の推進 

本計画の対象期間は，平成23年度から平成27年度までの5年間とします。 

この間の本市が取り組む教育施策の基本的な方向を示すとともに，学校園と行政はもちろんの

こと，家庭や地域における取組の方向についても示し，これらに沿って平成 23 年度より順次，

具体的施策を進めていきます。 

計画の進捗状況については，教育委員会の事務の点検及び評価を用い，その成果の評価・検証

を行い，より効率的で効果的な施策を総合的に推進していくこととします。 

 

 

 

※１ 教育のまち芦屋：芦屋の子どもたちが大人になった時に「芦屋で学び，育って，本当によかった」と思えるまちづくり，芦

屋市民が「芦屋で暮らして，本当によかった」と思えるまちづくりのこと。 

※２ 知識基盤社会：新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域での活動の基盤として飛躍的に重

要性を増す社会。 
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第２章 芦屋の教育のめざす姿 

  

第１章「計画の基本的事項」で述べた社会情勢の変化や本市が従来から取り組んできた「人間力」

の育成や「地域力」向上の成果と課題を踏まえ，本計画によりめざす芦屋の教育を「信頼される学校

園と成熟した家庭・地域ではぐくむ豊かな人間力」とし，21世紀に生きる子どもたちの育成にむけ地

域と一体となってさらに教育活動を進めます。 

「教育のまち芦屋」における，本市がめざすべき人間像と，こうした人間像をはぐくむための基盤

となる子ども像を掲げると以下のとおりです。 

 

１ めざす人間像と培うべき力 

 

（１）知・徳・体の調和がとれ，生涯にわたって自らの夢や志の実現に向けて努力する人 

【培うべき力】 

○ 幅広い知識や教養を身につけ，心身ともに健康で，豊かな情操や道徳心，命や人権

を大切にする態度を養うとともに，望ましい勤労観や職業観をはぐくみ，生涯にわ

たって個性や資質・能力を磨き，夢と志をもって自らの未来を切り拓く力 

 

 

（２）社会の構成員として自覚と責任をもって主体的に行動し，明日の芦屋の担い手とな

る人 

【培うべき力】 

○ 思いやりや寛容の心をもって多様な人々と共生する態度を養うとともに，地域の中

で支え合い，地域に貢献しようとする意欲や態度を身につける。また，一人一人が

社会を構成する一員としての責任を自覚し，公共の精神や人権尊重の精神に基づき，

よりよい社会づくりに向けて主体的に行動する力 

 

 

（３）我が国の伝統と文化を基盤として，幅広い知識やコミュニケーション能力等世界に

通用する力を培い，高い志をもって国際社会に貢献できる人 

【培うべき力】 

○ 伝統と文化を尊重し，それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛し，他国を尊重す

る態度を養うとともに，幅広い知識，教養，柔軟な思考力に基づく判断力やコミュ

ニケーション能力を培うなど，国際文化住宅都市の芦屋市民として国際社会の平和

や発展に貢献する力 

 

社会においてこのような態度や力をはぐくみ，生涯にわたって学び続ける土台を培うことが，

芦屋の教育に課せられた使命である。 
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２ 芦屋の教育がめざす子ども像  

 

めざす人間像をはぐくむための基盤となる，本市が今後５年間において育てたい子ども像を，“夢

と志をもって自らの未来を切り拓く子どもの姿”として，次の４つの子どもの姿として掲げます。 

この中では，知・徳・体をバランスよく備えた子ども像に加えて，読書に積極的に取り組

む子ども像を掲げています。読書は，想像力や考える習慣を身につけ，豊かな感性や情操，

思いやりの心をはぐくむなど，知・徳･体の全てに関わっており，これからの変化の激しい社

会を生きる芦屋の子どもたちが，人生をより深く豊かに生きる力を身につけるのに欠かせな

いものであると考えます。そこで「ブックワーム芦屋っ子」の育成に向けて，今後も引き続

き，読書の取組を本市の教育活動の中核に位置づけていきます。 

 

 

芦屋で育てる“夢と志をもって自らの未来を切り拓く子どもの姿” 

１ 目標を持ち，課題解決に向けて自ら考え，取り組む子ども 

２ 共に支えあい生きようとする心豊かな子ども 

３ 体力を向上させ，健康的に生きる自覚をもつ子ども 

４ 自ら本を手に取り，本が好きな子ども 

 

 

社会においてこのような態度や力を養い育てるためには，学校園はもとより，家庭や地域も子

どもたちの成長にかかわる当事者として，それぞれが自覚と責任を持ち，社会全体が子どもたち

の教育に取り組んでいかなければなりません。本市においては，これまでも市民の参画と協働に

より地域の人々が教育にかかわる機会の創出に努めてきましたが，さらにそれぞれが連携を進め

ていくことが重要になります。 

 

以上のような子どもを育てるために，家庭・学校園・地域そして行政がそれぞれに役割を担い

ながら，一体となって取り組みます。（参照 P20・P21） 
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第３章 教育施策の重点目標 

 

芦屋の教育のめざす姿を実現するための今後５年間の行政と学校園が取り組むべき教育の６つの

重点目標と，それぞれについての基本的認識や取組の方向性を示します。 

 

重点目標１ 「豊かな人間力」をはぐくむために，考える力や創造性を伸ばす教育を進めます 

重点目標２ 命と人権を大切にする教育の充実に取り組みます 

重点目標３ 信頼され魅力ある学校園づくりに取り組みます 

重点目標４ 自ら本を手に取り，本が好きな子どもを育てます 

重点目標５ 学校園・家庭・地域が連携して，子どもたちの育成を支えます 

重点目標６ 「いつでも，どこでも，だれでも」参画できる生涯学習社会づくりを推進します 

 

 

 

 

 

 

全国学力・学習状況調査によると，本市の児童生徒は知識や技能の定着については一定の成果が認

められるものの，それらを活用する力や学習意欲，学習習慣，生活習慣に課題がありました。 

「知識基盤社会」といわれるこれからの時代の中で，子どもたちが個性豊かに，自立して社会で生

き，「豊かな人間力」をはぐくむためには，「確かな学力」，「豊かな心」，「健やかな体」をバランスよ

く育てるとともに，意欲的に取り組む姿勢や基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得と，それらを

活用して課題を解決する思考力・判断力・表現力を育成するような学習活動を充実させることが重要

です。 

こうした力は，子どもたちの実態に応じた少人数指導や教科担任制などの新学習システムを推進し，

一人一人の子どもが体験しながら実感的な理解を伴う分かる授業を行うとともに，各教科等の中で観

察・実験・調査・研究・討論などの基礎的・基本的な知識・技能を活用して作品や意見相互交流発表

など表現し創造する学習や，問題をよりよく解決する学習を積極的に取り入れることが必要です。 

このようなより深化した生きる力である，新しい「豊かな人間力」という理念を行政・学校園・家

庭・地域が共有し，目標を持ち，課題解決に向けて自ら考える創造性豊かな子どもを育てます。 

 

重点目標１ 「豊かな人間力」をはぐくむために，考える力や創造性を伸ばす教育を 

進めます。 
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また，｢豊かな心｣については，近年，社会のモラルの低下，家庭や地域の教育力の低下などが，子

どもたちの心の健やかな成長に影を落としていることから，学校園・家庭・地域が連携して子どもた

ちに他者への思いやりや寛容の心，共に支えあい生きようとする心を育てる取組を強化する必要があ

ります。加えて，人間尊重の精神や生命に対する畏敬の念，公共の精神，伝統と文化を尊重し，それ

らをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度など，社会の構成員としての自覚と責任を持って主体

的に行動し，人生や新しい社会を切り拓く基盤となる力を育成します。 

 

さらに子どもたちの体力・運動能力の低下が指摘される中，人間形成の基盤である「健やかな体」

を育成することが重要です。学校教育はもとより，地域においても，幼少時から子どもたちが運動・

スポーツを楽しめる環境を整備し，体力を向上させ，健康的に生きるよう自覚を持つ子どもを育てる

とともに，家庭と連携した食育や健康教育を推進します。 

「豊かな人間力」の育成に関しては，発達段階に応じた教育を行うことが重要であり，生涯にわた

る人格形成の基礎である幼児期の教育の充実が，これからの学校における教育への円滑な接続の観点

からも求められます。また，子どもたちが将来の夢や志を持ち，その実現に向けて努力できるよう，

望ましい勤労観，職業観をはぐくむ教育や，情報化，国際化に対応した教育についても適切に進めて

いく必要があります。 

特別支援教育については， LD※1，ADHD※2，高機能自閉症※3 等を含めた障がいのある子どもた

ちに対して，一人一人の教育的ニーズを踏まえ，幼稚園から中学校までを通した支援体制を構築し，

適切な教育的支援の充実に積極的に取り組みます。 

 

めざすべき目標に向け，以下の内容に具体化し取り組みます。 

 
 

（１） 基礎的・基本的な知識・技能を活用する学力向上方策の充実を図り，「確かな学力」

を確立します。 

（２） 人間形成の基礎となる道徳性など「豊かな心」の育成に取り組みます。 

（３） 体育・スポーツ活動や健康教育・食育を推進し，「健やかな体」の育成に取り組みます。 

（４） 情報教育や国際化に対応した教育など，今日的な課題に対応した教育を推進します。 

（５） 子ども一人一人の障がいの状態や発達段階・特性等に応じた指導の充実に取り組みます。 

 

 

 

 

 

※１ ＬＤ：学習障害。基本的には全般的な知的発達に遅れはないが，聞く，話す，読む，書く，計算する又は推論する能力のう

ち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すもの。 

※２ ＡＤＨＤ：注意欠陥多動性障害。年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力，又は衝動性，多動性を特徴とする行動の障害で，

社会的な活動や学業の機能に支障をきたすもの。 

※３ 高機能自閉症：３歳頃までに現れ，他人との社会的関係の形成の困難さ，言葉の発達の遅れ，興味や関心が狭く特定のもの

にこだわることを特徴とする行動の障害である自閉症のうち，知的発達の遅れを伴わないもの。 
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本市では，阪神・淡路大震災の復興の過程の中で，「命の大切さ」を実感し，「助け合いの精神」を

学ぶとともに，「困難や逆境に負けない強い心」をはぐくむ教育を推進してきました。このような「共

助」の精神の育成という特徴のある取組の一層の充実が求められています。 

一方で，生命・身体の安全にかかわる事象や不当な差別など，様々な人権問題が生じています。特

に，いじめや不登校等で悩んでいる子どもは依然として後を絶たず，虐待についても近年増加傾向に

あり，深刻化しています。子どもの悩みや不安などを積極的に受け止め，学校園を中心として保護者・

地域・行政など関係機関が連携し，早期発見早期対応に努めるなど適切に対応することが重要です。 

 

さらに外国人児童生徒においては，文化，生活習慣の違いなどから疎外感を感じたり，学校生活に

うまく適応できなかったりする等，数々の問題も生じています。そのため市民一人一人の人権尊重の

精神の涵養を図る人権教育の取組を一層推進し，全ての人々の人権が尊重され，相互に共存しうる平

和で豊かな共生社会を実現することが求められています。 

 

めざすべき目標に向け，以下の内容に具体化し取り組みます。 

 
 

（１） 自らの命を守る安全教育に加え，震災の教訓を生かし，語り継ぐ芦屋の防災教育を推

進します。 

（２） 人権尊重の理念に基づく「共生」の心をはぐくむ教育に取り組みます。 

（３） いじめ，不登校等の課題に適切に対応するため，子どもたちの「心」を支えるシステ

ムやネットワークの充実に取り組みます。 

 

 

 

 

 

本市の特徴として，私立の小中学校を選択する家庭の割合が特に高いことがあげられます。こうし

た家庭が私立学校を選択する理由には，中高一貫教育等，私立学校の特色ある教育をあげる一方で，

公立学校に対する学習指導，生徒指導・学習環境全体への不満や不安を感じているケースも少なくな

い状況があります。公立学校が子どもや保護者，地域にとって魅力あるものとなり，積極的に地域の

学校を選択していくよう，教員の資質や実践的指導力の向上や教育環境の整備，新たな学校間の連携

システムの確立などに取り組むことが必要です。 

重点目標２ 命と人権を大切にする教育の充実に取り組みます 

重点目標３ 信頼され魅力ある学校園づくりに取り組みます 
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幼稚園では，保育所との連携を進めます。また，保護者のニーズや実態に応じた預かり保育等，幼

稚園の機能を生かした子育て支援を実現していきます。 

加えて，学校園は自校の教育活動について，組織として目標をもって取り組み積極的に情報を公開

するなどのマネジメント力の向上を図り，開かれた学校園づくりを一層進め，学校園と家庭，地域と

の信頼関係を確立します。 

 

めざすべき目標に向け，以下の内容に具体化し取り組みます。 

 
 

（１） 教職員の資質・実践的指導力の向上をめざし，教職員研修の充実を図ります。 

（２） 教員が子どもと向き合う時間を確保します。 

（３） 快適で魅力ある学習環境を整えます。 

（４） 幼小中間の連携を強化する取組を推進します。 

（５） 幼稚園における子育て支援を進めます。 

（６） 「開かれた学校園づくり」を進めます。 

 

 

 

 

 

近年，子どもたちの読書離れ，活字離れが進行し，子どもたちの健やかな成長にも影響を与えてい

ることが指摘されています。そこで，本市においては，平成20年度から，保護者・市民の参画と協

働による「子ども読書の街づくり推進事業」に取り組み，読書の大好きな子ども「ブックワーム芦屋

っ子」の育成に努めてきました。読書は，知らないことが分かり，知識が増えること，また他者を思

いやり共感する気持ちや感受性が育つなどそのよさはだれもが認めるところです。子どもたちに豊か

な心を育成するとともに，本を活用して実生活に役立てるという観点からも「子どもの読書の街づく

り推進事業」の成果と課題を踏まえた読書活動の充実に継続的に取り組み，自ら本を手に取り,本が好

きな子どもを育てます。 

また，各学校図書館の蔵書情報をデータベース化し，蔵書検索システムを導入することにより，学

校図書館をより利用しやすい環境に整備し，児童生徒の読書活動や調べ学習の活性化を図ります。  

 

めざすべき目標に向け，以下の内容に具体化し取り組みます。 

 

（１） 読書活動の充実に継続的に取り組み，自ら本を手に取り，楽しんだり，活用したりす

る本が好きな子どもを育てます。 

（２） 学校図書館の環境整備を進め，学校図書館の活性化を図ります。 

（３） 公立図書館と連携した教育活動を推進します。 

 

重点目標４ 自ら本を手に取り，本が好きな子どもを育てます 
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本市では，自治会や老人会，子ども会，コミュニティ・スクールなどのコミュニティ組織が中心と

なって地域の活動を行っています。そのような中で，平成20年６月に取りまとめた「生涯学習に関

する意識調査報告書」によると，以前に比べ家庭や地域の教育力が低下しているという意見が多くあ

りました。 

家庭の教育力の低下の主な理由としては「子どもに対して，過保護，甘やかしすぎや過干渉な親の

増加」「子どもに対するしつけや教育の仕方がわからない親の増加」，地域の教育力では「他人とのか

かわり合いを歓迎しない」「近所の人々との，コミュニケーションの機会や場所の不足」などとなっ

ています。 

今後，家庭と地域がそれぞれの教育力低下要因を克服し，子どもたちの育成を支える核となること

が求められています。 

 

めざすべき目標に向け，以下の内容に具体化し取り組みます。 

 
 

（１） 学校園と地域の諸団体や企業等とをネットワークで結ぶ仕組みづくりを拡充します。 

（２） 子どもたちが安全で安心できる活動拠点を提供します。 

（３） 親学など家庭に関わる教育の重要性の浸透を図ります。 

 

 

 

 

 

 

多様化，高度化，個別化する学習ニーズに対応し，学習者にとって利用しやすい学習機会を拡充す

るためには，「いつでも，どこでも，だれでも」活用できる，情報発信や講座開設などのソフト面と，

関連施設（ハード面）をともに充実させる必要があります。 

また，市民が日常生活のなかで「芦屋文化」を身近に感じることができるとともに，自らが創造と

発信の担い手となり得る環境づくりを進め，心豊かな社会の形成をめざすためには，現在策定中の芦

屋市文化基本計画に基づく施策と連携した取り組みも必要です。 

これらの取り組みを通して，各個人の学習成果が地域における活動推進や課題解決に活かすことが

できるようになれば，地域全体の持続的な教育力の向上が可能となります。 

本計画は，本市が教育でめざす姿を明確にし，重点的に取り組もうとするものについて掲げている

ことから，生涯学習推進施策の詳細を体系的に網羅していませんが，詳細部分については，第２次芦

屋市生涯学習推進基本構想と連携して，教育施策を展開していきます。 

重点目標５ 学校園・家庭・地域が連携して，子どもたちの育成を支えます 

重点目標６ 「いつでも，どこでも，だれでも」参画できる生涯学習社会づくりを推進

します 
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スポーツ活動は，現在の芦屋の子どもたちの体力について，数値的に県平均を下回る結果がでてい

ることからも教育推進の柱にすべき最重要事項です。また，運動は，競技，健康，体力づくりのほか，

仲間同士のふれあいや交流を通して，明るい地域を形成するためにも大きな役割を果たします。いつ

でもどこでもだれでも気軽にスポーツやレクリエーションを楽しむことができる環境づくりの推進

が不可欠です。 

 

めざすべき目標に向け，以下の内容に具体化し取り組みます。 

 
 

（１） 生涯学習基盤の整備・拡充を図ります。 

（２） 社会教育と学校園との連携を拡充します。 

（３） 様々な機会を活かした，学習成果発表の場を構築します。 

（４） 「芦屋市スポーツ振興基本計画※（後期５か年計画）」による施策を展開します。 

 

※ 芦屋市スポーツ振興基本計画（後期５か年計画）：スポーツ振興法に基づき，スポーツを運動競技及び身体運動であって，心身

の健全な発達を図るためのものととらえ，子どもから高齢者，障がいのある人など全ての市民が多様なスポーツとのかかわり

を通じて，アクティブな（主体的・活動的・健康的）生活習慣と元気な，芦屋のまちづくりをめざすものです。 
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第４章 教育施策の重点目標に対する具体的な取組内容 

 
ここでは，第３章で定めた重点目標を実現するための施策の方向性や具体的な事務事業を示します。 

その中で，特に重点的に取り組む事務事業については，指標を定めてその進捗状況や達成状況を確認

しながら進めていきます。 

 

＜取組の方向性＞       ＜施  策＞      ＜事務事業と指標＞ 

 

 

 

 

 

 

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

施策１ 
☆学力向上パワーアッププラン※1・学力
向上研究支援プランの改善と充実 
（改善 市事業） 
☆兵庫型教科担任制の推進（県事業）※2

☆適正な学級編成規模の検討 
☆学力向上に係る授業研究会の開催 

（指標※4１） 
普段の授業で，自分の考えを発表する
機会が与えられていると思う児童生
徒の割合 
小学校76％，中学校58％ 

（21年度） 

 → 小学校90％，中学校85％ 

（指標２） 
国語，算数・数学の授業がよくわかる
と答えた児童生徒の割合 
小学校(国)81％，(算)82％ 

中学校(国)70％，(数)71％ 

 → 小学校90％，中学校85％ 

（指標３） 
学力低位の児童生徒で，学力の向上が
見られた児童生徒の割合が90％以上

基礎的・基本的な知識・技能を活用した，

思考力・判断力・表現力を育成します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)基礎的・基本的

な知識・技能を

活用する学力

向上方策の充

実を図り，「確

かな学力」を確

立します。 

施策２ 

☆学力差に応じた指導法の研究 
☆学習指導員（チューター）※3の配置
（継続 市事業） 

☆大学との協定による教育ボランティ
アの配置（拡充 市事業） 

児童生徒の学力差に対応する有効な指

導を推進します。 

☆ガイダンス機能の充実 
☆進路講演会の充実 

施策４ 

中学生の進路希望実現に取り組みます。

児童生徒の学力・学習状況を把握するた
め，全国学力・学習状況調査，又は市独
自の学力調査を継続的に実施します。あ
わせて，その結果から児童生徒の学力や
学力と学習状況の関係等を分析，検証
し，課題の改善に向けた取組を支援しま
す。 

☆全国学力・学習状況調査の実施 

（継続 国・市事業） 

☆市単独の学力調査の検討 

重
点
目
標
１ 

「
豊
か
な
人
間
力
」
を
は
ぐ
く
む
た
め
に
，
考
え
る
力
や
創
造
性
を
伸
ば
す
教
育
を
進
め
ま
す 

施策３ 

※１ 学力向上パワーアッププラン・支援プラン：児童生徒の学力向上と，児童生徒の実態に基づいた学習指導方法・指導内容の改

善等教師の授業力向上を図ることを目的に，各学校において策定している授業研究の取組等の計画のこと。（市事業） 

※２ 兵庫型教科担任制の推進：学習指導要領の改訂の趣旨を踏まえ，小学校の学習システム（学級担任制）から中学校の学習シス

テム（教科担任制）への円滑な接続，教員の専門性を生かした指導など学力の向上を図るための取組。(県事業) 

※３ 学習指導員（チューター）：芦屋市が平成 15 年度から３年間実施した学習状況調査の結果を踏まえ，児童生徒の学力向上と学

力差の解消のために，平成 19 年度より小学校４年生と中学校１年生を対象に各校１名配置した，算数・数学の指導補助を行

う非常勤嘱託員。（市事業） 

※４ 指標：計画最終年度（平成 27 年度）までの目標となる指標。目標年度が記載されていないものは，平成 27 年度までに実現で

きるようにめざすものとする。 
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＜取組の方向性＞       ＜施  策＞   ＜事務事業と指標＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１ 

☆心に響く道徳教材の開発・活用 

☆家庭・地域と連携した道徳教育の推進

（継続 市事業） 

（指標１） 

学校の決まりを守っていると回答し

た児童生徒の割合 

小学生31%，中学生57%（21年度）

 → 小学生50%，中学生65% 

 

 

 

 

 

 

 

(2)人間形成の基

礎となる道徳

性など「豊かな

心」の育成に取

り組みます 

重
点
目
標
１ 

「
豊
か
な
人
間
力
」
を
は
ぐ
く
む
た
め
に
，
考
え
る
力
や
創
造
性
を
伸
ば
す
教
育
を
進
め
ま
す 

子どもたちの豊かな情操や規範意識，公

共の精神などをはぐくむため，道徳教育

推進教師を中心とした全校的な指導体

制のもと，道徳教育の指導計画づくりや

指導方法・指導体制に関する研究や教材

の作成等に取り組みます。 

施策２ 

☆環境体験・自然学校・トライやるウィ

ークの推進（継続 県事業） 

☆規範意識をはぐくむ生徒指導の充実

☆福祉体験・ボランティア活動等の推進

☆文化芸術に係る体験活動の推進 

☆教育活動展・総合文化祭・造形教育展

等の充実（継続 市事業） 

生命や自然を大切にする心や他を思い

やる優しさ，社会性，規範意識を育てる

ために自然体験活動や集団宿泊訓練，職

場体験活動，奉仕活動や文化芸術活動な

ど，芦屋市の特色を生かした様々な体験

活動の機会を提供します。 

施策１ 

☆小学校５年生以上の児童と中学校全

生徒を対象とした体力テストの実施

（継続 市事業） 

☆小学校教育研究部会の中に「体力向

上」の部会を設置し，有効な指導方法

について研究（継続 市事業） 

☆薬物乱用防止等の取組の充実 

（指標１） 

体力テストで県平均を上回る種目数

（８種目中） 

１種目（21年度） 

 → ３種目以上 

 

 

 

 

 

 

(3)体育・スポーツ

活動や健康教

育・食育を推進

し，「健やかな

体」の育成に取

り組みます 

児童生徒の体力等の状況を把握し，体

育・健康に関する指導の改善に活用する

ため，全国体力・運動能力調査を実施し，

その結果から児童生徒の体力と運動習

慣との関係を分析・検証し，学校や地域

における体力向上の取組を推進します。

施策２ 

☆アレルギー対応マニュアルの作成 

（新規 市事業） 

☆小中間の食育交流授業の推進 

☆家庭・地域への啓発 

家庭・地域と連携した健康教育及び食育

を推進します。 
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＜取組の方向性＞       ＜施  策＞      ＜事務事業と指標＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

☆情報活用能力の向上 

☆情報モラル研修の充実 

教育用 PCの適切な整備に努めるととも
に，子どもたちが情報社会を主体的に生

きる「情報活用能力」や「情報モラル」

を適切に身に付けるための指導を充実

させます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4)情報教育や国

際化に対応し

た教育など，今

日的な課題に

対応した教育

を推進します 施策３ 

施策１ 

☆外国語指導講師の配置（全小学校）

（拡充 市事業） 

☆外国語指導者研修の充実 

☆小中一貫カリキュラムの研究・開発

（新規 市事業） 

中学校の英語教育や小学校における外

国語活動の充実を図るとともに，小学校

と中学校が連携して一貫性のある外国

語教育を推進します。また，児童生徒が

身近な英語を理解し，読む力・書く力・

話す・聞く力を確実に身につけるよう指

導します。 

施策２ 

☆勤労観・職業観をはぐくむキャリア教

育※1プログラムの研究・開発 

☆トライやる・ウィークの推進 

☆地域人材の積極的な活用 

児童生徒に勤労観や職業観を養い，将来

の職業や生き方についての自覚を促す

ために，小学校段階からキャリア教育を

推進します。 

☆特別支援教育センターの機能の充実

（拡充 市事業） 

☆関係機関との連携した教育相談，巡回

指導の充実 

☆大学と共同事業による支援員養成・派

遣（継続 市事業） 

☆加配教員※2，支援員※3，スクールアシ

スタント※4 の配置とネットワークの

研究（拡充 市事業） 

障がいのある子ども一人一人の教育的

ニーズを把握し，適切な支援を行うた

め，障がいのある児童生徒に対して「個

別の指導計画」を作成し，個に応じた指

導・支援の充実を図ります。また，特別

支援教育センターの学校支援のための

機能のさらなる拡充を図ります。 

 
 
 

(5)子ども一人一

人の障がいの

状態や発達段

階・特性等に応

じた指導の充

実に取り組み

ます 

施策１ 

☆就学サポート連携推進事業※5の推進

☆特別支援学校との交流の促進 

障がいのある子どもの就学前と就学後

の指導の接続を円滑に行うシステムを

充実させます。 

施策２ 

重
点
目
標
１ 

「
豊
か
な
人
間
力
」
を
は
ぐ
く
む
た
め
に
，
考
え
る
力
や
創
造
性
を
伸
ば
す
教
育
を
進
め
ま
す 

（指標１） 

小中一貫の外国語指導カリキュラム

の研究開発（新規 市事業） 

（指標１） 

地域人材の授業等での活用人数 

500名（平成21年度） 

→ 600名 

※１ キャリア教育：一人一人の社会的・職業的自立に向け，必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して，キャリア発達を

促す教育のこと。子どもたちに義務教育の段階から，勤労観・職業観を身に付けさせ，主体的に進路を選択・決定させること

をねらいとしている。 

※２ 加配教員：公立小中学校や幼稚園などに，教員配置定数よりも多く職員を配置すること。芦屋市では，幼稚園で特別な支援が

必要な幼児に対して個に応じた指導を行うため，加配教員（臨時的任用職員）を配置している。（市事業） 

※３ 支援員：障がい等により特別な支援が必要な幼児児童生徒の生活面や，学習面の支援を行うために，芦屋市が学校園に配置し

ている臨時的任用職員。（市事業） 

※４ スクールアシスタント：通常の学級に在籍している LD,ADHD，高機能自閉症等の発達障がいのある児童生徒の生活面や学習面

を支援するために配置している教員免許を有する職員。(非常勤嘱託員 市事業) 

※５ 就学サポート連携推進事業：兵庫県の障害福祉施策の一つであり，ＬＤ，ＡＤＨＤ等，教育上の配慮を要する児童の円滑な就

学に向け，就学前教育と小学校教育との連携を推進するため，各市町における保育所，幼稚園，小学校，関係機関の連携体制

づくりに対する支援を行う。（県事業） 
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＜取組の方向性＞       ＜施  策＞      ＜事務事業と指標＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１ 

☆子ども安全見守り活動の充実 

（継続 市事業） 

☆ＣＡＰ※1講習会の充実 

（継続 市事業） 

学校園や地域全体が安全，安心な環境と

なるよう，地域と連携した安全教育及び

防犯教育を実施するとともに，子ども自

身が自らの危険を予測し，自ら安全に行

動できる力を身につけさせます。 

 
 

(1)自らの命を守

る安全教育に

加え，震災の教

訓を生かし，語

り継ぐ芦屋の

防災教育を推

進します 

施策２ 

震災の教訓を語り継ぐことの大切さを

踏まえ，人間としてのあり方，生き方を

考えさせる防災教育を推進します。 

☆危機管理に係る研修・防災訓練の推進

☆震災記念行事の実施 

☆子ども自身が災害から身を守る能力

の育成 

☆子どもの発達段階に応じた人権教育の

推進 

☆人権に係る教員研修の充実 

人権にかかわる課題の解決に向けて，主

体的に行動できる子どもを育成します。

 
 

(2)人権尊重の理

念に基づく「共

生」の心をはぐ

くむ教育に取

り組みます 

施策１ 

☆様々な国や地域の人々と共生する心や

態度の育成 

☆多文化共生サポーター※2・日本語指導

ボランティアの配置（県事業）

異なる文化的背景をもつ子どもが，学校

や地域で生き生きと生活し，学習できる

環境整備に努めます。 

施策２ 

☆子どもの内面理解に基づく生徒指導

の充実 

☆関係機関との連携強化 

いじめ，暴力行為等の問題行動の未然防

止，早期発見，早期対応につながる効果

的な指導や関係機関と連携した取組を

推進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3)いじめ，不登校

等の課題に適

切に対応する

ため，子どもた

ちの「心」を支

えるシステム

やネットワー

クの充実に取

り組みます 

施策１ 

☆教育相談事業の充実（市事業） 

☆教育相談機関等専門機関とのネットワ

ークの構築（改善 市事業） 

教育相談を必要とする子どもや保護者が

適切な教育相談を受けられるよう，体制

整備に努めます。 

施策２ 

☆適応教室の活動プログラムの充実 

☆学校復帰を支援するプログラム開発 

適応教室の機能の充実を図るとともに，

不登校児童生徒の学校復帰を支援するプ

ログラムづくりの研究を推進します。 

施策３ 

重
点
目
標
２ 

命
と
人
権
を
大
切
に
す
る
教
育
の
充
実
に
取
り
組
み
ま
す 

（指標１） 

不登校児童生徒の出現状況 
小学校16名 中学校31名（21年度）

→半減 

（指標２） 

不登校児童生徒の学校への復帰率 
→50％ 

（指標１） 

いじめ等の問題行動対応に係る研修

会の開催 

各校 年２回以上 

※１ ＣＡＰ：（Child Assault Prevention）子どもへの暴力防止プログラム。子どもたちがあらゆる暴力から身を守るための人権

教育プログラムのこと。芦屋市では，平成 20 年から全小学校３年生とその保護者を対象に実施している。 

※２ 多文化共生サポーター：日本語指導が必要な外国人児童生徒に対し，教員等と児童生徒のコミュニケーションの円滑化を促す

とともに，生活適応や学習支援，心の安定を図るなど，学校生活への早期適応を促進するため，当該児童生徒の母語を話すこ

とができるサポーターのこと。（県事業） 
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＜取組の方向性＞       ＜施  策＞      ＜事務事業と指標＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１ 

☆教職員のライフステージ※1 に応じた
研修の充実 
☆打出教育文化センターの研修講座の
充実（改善 市事業） 
☆学校支援相談員※４による巡回指導の
実施（継続 市事業） 
☆教職員のメンタルヘルスの保持・増進

教員は子どもたちの心身の発達や人格

形成に大きな影響を与える存在である

ことを踏まえ，その資質や実践的指導力

を絶えず向上させるための様々な教育

課題に応じた教員研修の充実を図りま

す。 

(1) 教 職 員 の 資

質・実践的指導

力の向上をめ

ざし，教職員研

修の充実を図

ります 

施策１ 

教員が，一人一人の子どもに向き合う環
境をつくるため，教職員の配置の適正化
や外部人材の活用，教育現場の ICT※２化
等に総合的に取り組みます。 

☆校務の効率化の促進（改善 市事業）

☆会議等の精選 
(2)教員が子どもと

向き合う時間を

確保します 

施策１ 
児童生徒が快適で充実した教育環境の中
で学習活動が進められるよう，老朽化し
た校舎の建て替えも含めた学校の施設設
備の改修を検討します。 

☆教材備品等の整備充実 

☆老朽化した施設・設備の改修 
(3)快適で魅力ある

学習環境を整え

ます 

施策１ 

小中学校間の指導の段差の解消や児童
生徒の学力の向上等をめざして，小中連
携の取組を推進し，教員の交換授業，合
同授業研究や９年間を見通したカリキ
ュラムの作成等についての研究を進め
ます。 

☆潮見中学校区を中心とした小中連携

教育の推進（継続 市事業） 

☆研究推進委員会の設置 

（継続 市事業） 

 

(4)幼小中間の連

携を強化する

取組を推進し

ます 

施策１ 

幼稚園の機能を生かした子育て支援に

ついて研究し，実施します。 
☆幼稚園における預かり保育※3 等の研

究及び実施 

 
 
 
 

(5)幼稚園におけ

る子育て支援

を進めます 
施策２ 

幼稚園と小学校間の交流について研究

し，実施します。 
☆幼稚園と小学校の連携推進 

施策１ 

学校評価等を通じて「開かれた学校づく

り」を進め，公立学校の魅力を発信しま

す。 

☆チームとしての組織的な力を発揮す
る学校マネジメント力の向上 
☆学校の教育活動の点検と発信 
☆オープンスクールの充実 
☆学校評価システム※5の活用 
（継続 県事業） 

(6)「開かれた学校

園づくり」を進

めます 

重
点
目
標
３ 

信
頼
さ
れ
魅
力
あ
る
学
校
園
づ
く
り
に
取
り
組
み
ま
す 

（指標１） 

小中相互の授業交換の実施 

（指標２） 

小中一貫カリキュラムの研究・開発

（指標１） 

幼稚園の預かり保育の実施率 

実績なし（平成21年度）→実施 

※１ ライフステージ：教職員の年齢と経験年数を総合的に勘案したステージのこと。 

※２ ＩＣＴ：Information and Communication Technology （情報コミュニケーション技術）の略。 

※３ 預かり保育：地域や保護者の実態により，教育課程に係る教育時間(幼稚園の教育活動)終了後に，希望する在園児を預かる。

※４ 学校支援相談員：豊富な知識や教職経験を有した教職員 OB を学校支援相談員として，芦屋市立打出教育文化センターに配置。

学校長の要請により各学校を巡回し，経験の浅い教員に対して学習指導，生徒指導，学級経営等に係る指導・支援を行ってい

る。平成２０年度は１名，平成２１年度より３名。（市事業） 

※５ 学校評価システム：平成 19 年度から実施。学校評価を通して学校の現状や取組を自ら評価し，その結果を公表するとともに

保護者や地域の人々から意見聴取して次年度の学校運営に生かしていく，Plan→ Do→ Check→ Action の流れにより行う評価

活動。（県事業） 
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＜取組の方向性＞       ＜施  策＞      ＜事務事業と指標＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１ 

☆朝読書・家読運動の推進（平均読書冊

数の増加） 

☆推進モデル校による調査研究 

（継続 市事業） 

子ども読書の街づくり推進事業の成果

と課題を踏まえ，朝読書や家読運動の推

進，公立図書館との連携した教育活動の

推進等，読書活動のさらなる充実を図り

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1)読書活動の充

実に継続的に

取り組み，自ら

本を手に取り，

楽しんだり，活

用したりする

本が好きな子

どもを育てま

す 

施策２ 

学校図書館を計画的に利用し，本を楽し

んで読むとともに，実生活に役立てた

り，目的をもって本を読んだりする主体

的な学習活動の充実を図ります。 

☆本を読むことと関連させた授業研究

の推進 

☆学校図書館の電算化（新規 市事業）

☆学校図書の充実（改善 市事業） 
学校図書館の環境整備及び利用促進に

向けて学校図書の電算化・ネットワーク

化を進めます。 

 

(2)学校図書館の

環境整備を進

め，学校図書館

の活性化を図

ります 

施策１ 

☆公立図書館と連携した教育活動の 

推進 

☆公立図書館の利用促進 

☆司書教諭等と図書館司書の交流 

☆図書の相互貸出の研究 

（新規 市事業） 

公立図書館との交流や連携を推進し，読

書環境の整備を進めます。 
(3)公立図書館と

連携した教育

活動を推進し

ます 

施策１ 

重
点
目
標
４ 

自
ら
本
を
手
に
取
り
，
本
が
好
き
な
子
ど
も
を
育
て
ま
す 

（指標１） 

学校図書館の電算化率 

0％（21年度）→ 100％ 

（指標１） 

児童生徒の年間の学校図書館の図書

利用冊数 

小学校45冊，中学校５冊（21年度）

→小学校60冊，中学校12冊 

（指標２） 

読書が好きと答えた児童生徒の割合

の変化 

小学校48%（21年度）→ 60% 

中学校26%（21年度）→ 50% 
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＜取組の方向性＞       ＜施  策＞      ＜事務事業と指標＞ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１ 

☆学校地域連携促進事業※1 

☆学校地域行事の情報共有推進 

☆地域教育推進会議※2の活動支援 

☆学校支援地域本部事業※3 

☆コミュニティ・スクール※4支援 

学校運営や学校支援活動に関する組織

等を学校毎に一元化し，学校・家庭・地

域三者連携の強化を図るとともに，学校

行事と地域行事の情報共有を推進しま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)学校園と地域

の諸団体や企

業等とをネッ

トワークで結

ぶ仕組みづく

りを拡充しま

す 

施策２ 

地域全体で子どもたちの育成を支える

仕組みづくりをめざします。 

☆地域イベント等での公立学校と私立

学校に通う子どもたちの交流企画 

☆地域ネットワークによる育成支援 

子どもたちの格差の緩和や外国人家

庭や障がい者がいる家庭などが地域

に溶け込むことを強化するネットワ

ークづくり 

☆「ひょうご放課後プラン（子ども教室

型）事業※5」の拡充 

☆子ども見守り，巡視活動の拡充支援

子どもたちの居場所づくり事業の実施

日数及び内容を拡充するとともに，子ど

も見守り，パトロール活動の支援を行い

ます。 

 
 
 

(2)子どもたちが

安全で安心で

きる活動拠点

を提供します 

施策１ 

☆啓発活動としての公民館での親学講

座の継続実施 

☆啓発活動としての生涯学習課出前講

座の拡充 

親に対する学習機会及び情報の提供を

図ります。 

(3)親学など家庭に

関わる教育の重

要性の浸透を図

ります 

施策１ 

重
点
目
標
５ 

学
校
園
・
家
庭
・
地
域
が
連
携
し
て
，
子
ど
も
た
ち
の
育
成
を
支
え
ま
す 

（指標１） 

学校地域連携促進事業 

モデル校における，学校を支援する地

域ネットワークの一元化を研究・実践

し，モデル校以外へ順次拡大

（指標１） 

学校地域行事の情報共有推進 

ＨＰ，広報，チラシへの掲載数と内容

の充実 

（指標１） 

「ひょうご放課後プラン（子ども教室

型）事業」の拡充 

実施主体の地域参加促進，実施日数の

拡大，読書推進，体力向上など内容の

多様化 

※１ 学校地域連携促進事業：地域の実情を踏まえながら，学校運営や学校支援活動に関する組織等を一元化し，家庭・地域が，学

校と協働しつつ，情報を共有・実践活動，学校運営への参画，学校支援活動に取り組み，学校・家庭・地域三者の連携強化を

図る実践研究。 

※２ 地域教育推進会議：地域教育のネットワークの構築，地域教育推進委員による意見提言，地域教育推進委員が地域で子どもた

ちをはぐくむ活動を実践する，県の教育事務所毎に設置された組織。（県事業） 

※３ 学校支援地域本部事業：地域全体で学校教育を支援するため，学校支援ボランティアや幅広い分野での多様な知識・経験を持

った人材の参画によるネットワークを活用した学校・地域の連携体制により，学習支援や部活動支援など様々な学校支援活動

を展開する事業。 

※４ コミュニティ・スクール：芦屋市独自の呼称で，学校施設を利用し，学校園，地域，家庭の連携と住民相互の連帯感や自治意

識を高めることなどを目的として，文化，体育，レクリェーション等の社会教育活動，青少年の健全育成を推進する活動，町

づくりをめざす地域活動を行う。三条地区及び８小学校区を単位とし，昭和５３年から昭和６１年までに順次設立され，自主

的，主体的に活動している。 

※５ ひょうご放課後プラン（子ども教室型）事業：放課後や週末等に小学校施設を活用して，子どもたちの安全・安心な活動拠点

を設け，地域の方々の参画を得て交流活動等の取組を実施する事業。 
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＜取組の方向性＞       ＜施  策＞      ＜事務事業と指標＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１ 

☆「出前講座」及び「公民館講座」の内

容及び周知方法充実 

☆文化財の周知・啓発等の広報活動の

充実 

☆芦屋市文化基本計画に基づく施策と

の連携 

☆市民センター事業の拡充（「夢ステー

ジ」など） 

☆市民センター施設（別館１階）の機能

強化 

☆図書館サービスの整備拡充 

☆美術博物館「芦屋寺子屋セミナー」「古

文書講座」等の充実 

☆地域教育力・地域学習支援 

学習を修めるための，ソフト面・ハード

面を充実します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)生涯学習基盤

の整備・拡充を

図ります 

☆景観，歴史的建造物及び史跡等への理

解促進 

☆読書活動充実のための公共図書館の

機能強化 

☆美術博物館と幼･小･中学校が連携し

た「美術レクチャー，造形教室，ワー

クショップ」充実と利用促進 

☆その他社会教育施設における教育活

動の充実 

学習内容をより充実させるため，社会教

育と学校園とが連携します。 

 
 
 
 
 
 

(2)社会教育と学

校園との連携

を拡充します 

施策１ 

☆社会教育関連ボランティアの育成 

☆市民協働による事業及び施設運営の

充実 

各個人が生涯学習で得た成果を，地域に

おける活動推進や課題解決に活かすこ

とができる機会をつくります。 

(3)様々な機会を

活かした，学習

成果発表の場

を構築します 

施策１ 

重
点
目
標
６ 

「
い
つ
で
も
，
ど
こ
で
も
，
だ
れ
で
も
」
参
画
で
き
る
生
涯
学
習
社
会
づ
く
り
を
推
進
し
ま
す 

（指標１） 

「出前講座」「公民館講座」「文化財啓

発」等 

実施時間帯，講座内容の多様化・実施

回数・参加者数 

（指標１） 

読書活動充実のための公共図書館の

機能強化 

小・中学生の利用者登録率，利用率
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＜取組の方向性＞       ＜施  策＞      ＜事務事業と指標＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ スポーツクラブ２１：兵庫県では，豊かなスポーツライフを実現しスポーツを通した地域コミュニティづくりを進めるため，

平成１２年度から法人県民税を財源として，全県下の小学校区に地域スポーツクラブを設置する支援事業を実施し，芦屋市に

おいては，誰もが，いつでも，身近なところで，スポーツができることを目指した地域住民の自発的，主体的運営によるスポ

ーツクラブをすすめています。 

※２ スポーツＮＰＯ：特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）に基づき，特定非営利活動法人として認証を受けたスポーツ団体やスポ

ーツクラブなどを言う。 

施策１ 

☆施設整備と学校施設の有効活用 

☆総合公園の利用促進と必要な整備 

促進 

☆キャナルパークの有効活用と環境 

整備 

☆ウォーキングコースの開発と環境 

整備 

施設の有効活用と利用促進を図ります。

施策３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4)「芦屋市スポー

ツ振興基本計

画（後期５か年

計画）」による

施策を展開し

ます 

☆スポーツクラブ２１※1の育成 

☆ライフステージに応じたプログラム

の開発と提供 

☆スポーツ実施機会の向上 

☆スポーツ交流による多文化共生の 

実現 

☆市民スポーツ団体や指導者をつなぐ

ネットワークづくり 

☆公共施設利用のネットワーク化 

☆スポーツＮＰＯ※2の育成 

クラブ・プログラム・イベントの活性化

を図ります。 

施策２ 

指導者・ボランティア・選手・愛好者の

養成及び確保を図ります。 

施策３ 

☆クラブマネージャーや指導者の発掘

及びスポーツボランティアの育成 

☆関係機関や団体との連携による競技

力の向上 

☆総合的なカリキュラムの作成 

☆学校部活動の学部指導者制度の充実，

合同部活動の導入 

※スポーツ関係の指標は，「芦屋市スポーツ振興

基本計画（後期５か年計画）」の計上値 

重
点
目
標
６ 

「
い
つ
で
も
，
ど
こ
で
も
，
だ
れ
で
も
」
参
画
で
き
る
生
涯
学
習
社
会
づ
く
り
を
推
進
し
ま
す 

（指標１） 

週１回以上のスポーツ実施率 

→66％（24年度） 

（指標２） 

スポーツクラブ加入率 

→40％（24年度） 


